
かわまちづくり支援制度 ～良好なまち空間と水辺空間の形成～

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化
及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と
河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指します。

＜ソフト対策＞
優良事例等に関する情報提供のほか、河川敷の
イベント広場やオープンカフェの設置等、地域
のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可
能とする「都市・地域再生等利用区域」の指定
等を支援

＜ハード支援＞
治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川
管理施設の整備を通じ、まちづくりと一体と
なった水辺整備を支援

【 支援制度による支援 】 【 申請に関する手続フロー 】

【 活用例 】
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【登録の条件】※1９１地区登録（平成２９年度末日時点）

①地域の創意としての「知恵」を活かした計画を対象
②利活用方策が地域において明確となっているものを対象
③施設の維持管理に地域の協力が得られるものを対象

管理用通路をフットパスとして活用
（最上川/長井市）

水辺のオープンカフェ
（元安川/広島市）



長井地区かわまちづくり
～“かわ”から“まち”へ “まち”から“かわ”へ～

○長井市は、舟運時代に終着の港町と

して栄え、最上川沿川には当時を思わ

せる水路や建造物が数多く残されてい

る。この歴史的な地域資源や、最上川

の四季折々の自然を満喫できるフット

パスを整備

○平成２９年４月には、“かわ”と“まち”を

繋ぐ中間地点に道の駅「川のみなと長

井」がオープン

○ １年を通して様々なイベントが開催され

ている他、観光ボランティアガイドによ

る“まち”“かわ”の案内も盛んに行わ

れ、さらなる賑わいを創出
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ボランティアガイド利用者数
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東日本
大震災

かわまちづくり
事業着手

※出典：長井市
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元安川親水テラスの活用

水の都ひろしま
水辺のオープンカフェ

世界遺産原爆ドーム前や平和記念公園を流れ

る元安川において、親水テラス等の整備により、

「水の都ひろしま」にふさわしい風景を創出

河川空間の利用の規制を緩和し、オープンカ

フェを常設し、平和記念公園の来訪者に憩いや

交流の場を提供。利用者数は9万人に

before after

オープンカフェ利用者の推移

オープンカフェの利用者数が大幅に増加

親水テラス等
の整備

整備前の状況（昭和６３年）

整備後の状況（平成14年８月）

水辺のコンサート（平成１８年５月）

Ｈ16 規制緩和
による民間開放

H20.8.1
開店

広島市からの情報提供

利
用
者
数(

万
人)
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「かわまちづくり」支援制度実施要綱 

 
第１ 目的 
 この要綱は、河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景

観、歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及

び地元住民と河川管理者の連携の下、実現性の高い水辺の整備・利用に係る取組みを定める「かわまちづく

り計画」の作成及び「かわまちづくり」支援制度（以下「支援制度」という。）への登録等に係る事項を規定

し、河川管理者が「かわまちづくり」の取組みを支援し、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を

目指すことを目的とする。 
 
第２ 定義 
 １．この要綱において「かわまちづくり」とは、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す

取組みをいう。 
 ２．この要綱において「かわまちづくり計画」とは、支援制度に登録するため、「かわまちづくり」の実現

に向けて推進主体が作成する計画をいう。 
 ３．この要綱において「ソフト施策」とは、「かわまちづくり」の実現に向けて推進主体と連携して検討を

実施することや、河川敷地占用許可準則（平成１１年８月５日建設省河政発第６７号）（以下「準則」

という。）第２２による都市・地域再生等利用区域の指定をすることなど、柔軟な提案・発想を活かし

て、河川管理者が支援する施策をいう。 
 ４．この要綱において「ハード施策」とは、「かわまちづくり」において河川管理者が推進主体と連携して、

まち空間と融合する河川空間を創出するために、治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理

施設を整備する施策をいう。 
 ５．この要綱において「民間事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

一 準則第２２の規定に基づき、都市・地域再生等利用区域の占用主体として指定を受けている者 
二 河川法第２０条の規定に基づき、河川管理者の承認を受けて、河川区域内において良好な河川空間の

形成に資する施設を整備しようとする者で、当該施設の整備・利用について市町村長の同意を得てい

る者 
三 河川区域に隣接する土地において、良好な河川空間を形成するための施設の整備・利用等を実施しよ

うとする者で、当該施設の整備・利用等について市町村長の同意を得ている者 
 
第３ 対象河川 
支援制度の対象となる河川は、一級河川、二級河川及び準用河川とする。 

 
第４ 推進主体 
河川管理者と連携して「かわまちづくり」を推進する主体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 
１．市町村 
２．市町村及び民間事業者 
３．市町村を構成員に含む法人格のない協議会 
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第５ 登録要件 
支援制度の登録を受けることができる要件は、「かわまちづくり計画」の対象となる河川が次の各号のいず

れかに該当するものとする。 
 １．歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画など国による認定が個別法で規定されており、まちづ

くりと一体的に良好な河川空間を整備し、その利活用を図る必要がある河川 
 ２．都市再生整備計画や地方再生計画など国による認定が個別法で規定されており、地域活性化や地域振

興に関する計画等において、まちづくりと一体的に良好な河川空間を整備し、その利活用を図る必要

がある河川 
 ３．中心市街地活性化、国家戦略特区、地方創生特区及び環境モデル都市など国として積極的に支援して

いる地域活性化施策に関連して良好な河川空間を整備し、その利活用を図る必要がある河川 
 ４．推進主体が河川空間と一体となったまちづくりを行うために自らが整備を計画し、良好な河川空間形

成のための諸活動を行っている等、推進主体の熱意が特に高く、河川空間を整備し、その利活用を図

る必要がある河川 
 
第６ かわまちづくり計画の作成等 
 １．支援制度の登録を受けようとする推進主体は、河川管理者と共同で、別途定める様式により「かわま

ちづくり計画」を作成するものとする。 
 ２．「かわまちづくり計画」に定める内容は次のとおりとする。 
  （１）水辺とまちづくりに関する基本方針 

（２）支援事業の内容（ソフト施策、ハード施策） 
  （３）その他特筆すべき事項 
 ３．推進主体が「かわまちづくり計画」の作成や「かわまちづくり」の推進にあたって生じた課題を相談

できるように、国土交通省に窓口を設ける。 
 
第７ 「かわまちづくり計画」の登録 
１．推進主体は、河川管理者と共同で「かわまちづくり計画」を作成し、対象河川を管轄する各地方整備

局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長を経由して、水管理・国土保全局長に支援制度への「かわ

まちづくり計画」の登録を申請すること。 
２．水管理・国土保全局長は、「かわまちづくり計画」の内容について、実施の効果、市町村、民間事業者

及び地域住民の「かわまちづくり」の実現に向けた熱意の高さ、関係者の役割分担と実施体制の確保

等の実現可能性を勘案した上で、実現可能性が高いと判断した「かわまちづくり計画」について支援

制度に登録する。 
３．水管理・国土保全局長は、支援制度に登録した場合は、申請した推進主体に対して登録証を交付する。 
 

第８ 「かわまちづくり計画」の変更 
１．推進主体は、支援制度への登録を受けた後に、「かわまちづくり計画」の内容について重要な変更の必

要が生じた場合は、「かわまちづくり計画」の変更を行う。 
２．「かわまちづくり計画」については、地域の状況を踏まえ、計画登録後または変更登録後、少なくとも

５年以内に登録内容及び取組み状況を、推進主体と河川管理者と共同で検証し、必要に応じ計画の変

更を行う。 



 

３．変更の手続きについては、第７の規定を準用する。 
 
第９ 「かわまちづくり計画」の登録の取り消し 
水管理・国土保全局長は、推進主体及び「かわまちづくり計画」の内容が、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、支援制度への「かわまちづくり計画」の登録を取り消す。 
１．推進主体に民間事業者が含まれる場合、その民間事業者が第２ ５．の要件に該当しないと水管理・

国土保全局長が認める場合 
２．「かわまちづくり計画」の対象となる河川が、第５ 登録要件に該当しないと水管理・国土保全局長が

認める場合 
３．第７ ２．で勘案した事項の状況に変化が生じ、「かわまちづくり計画」の実現可能性が低いと水管理・

国土保全局長が認める場合 
 
第１０ 河川管理者が行う支援 
河川管理者は、支援制度に登録された「かわまちづくり計画」に基づき、次に掲げる「ソフト施策」、「ハ

ード施策」を行う。 
１．ソフト施策 

河川管理者は、推進主体の柔軟な提案・発想を尊重し、次の項目に積極的に取り組む。 
一 推進主体と連携し、「かわまちづくり」の実現に向けて必要となる調査・検討を実施 
二 全国の良好な整備事例やその後の活用について、推進主体に情報を提供 
三 地域活性化の観点から地域が主体となって実施するイベント施設やオープンカフェの設置等、河川

空間を活かした賑わい創出や魅力あるまちづくりに寄与し、地域のニーズに対応した河川敷地の多

様な利用を可能とするため、準則２２による都市・地域再生等利用区域の指定等を支援 
２．ハード施策 

河川管理者は、まちづくりと一体となった治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整

備を、事業着手後、概ね５カ年で積極的に推進する。 
 
第１１ 河川整備計画等との整合 
 河川管理者は、「かわまちづくり計画」に基づき整備する河川管理施設については、河川整備計画（未策定

河川については、工事実施基本計画又は河川改良工事全体計画、準用河川においては準用河川改修計画等）

との整合を図るものとする。 
 
第１２ 良好な空間の保全 
 推進主体及び河川管理者は、「かわまちづくり計画」により整備された良好な空間の保全のために、関係施

設の適正な維持管理を行わなければならない。 
 洪水による災害を防除するために設置された施設以外の維持管理については、推進主体と河川管理者等が

協議し、予め適正な管理の方法を定めるものとする。 
 
第１３ その他 

１． 「かわまちづくり計画」の作成及び事業の実施にあたっては、関連するまちづくりの計画等との調和

に配慮するとともに、相互に円滑な推進が図られるように十分に調整を行うものとする。 



 

２． その他この要綱の実施に必要な事項については、別途定める。 
 
附則 
１．この要綱は、平成２８年２月１０日から施行する。 
２．平成２２年４月１日付国河環第１２６号で通知した「かわまちづくり」支援制度実施要綱は廃止する。

なお、廃止前の要綱に基づき行われている事業（附則２に基づき、平成２１年４月１日付国河環第１

１７号で通知した「かわまちづくり」支援制度実施要綱を適用している事業を含む。）については事業

完了まで、廃止前の要綱を、効力を有するものと見なして適用することができるものとする。 


